
宜野座村役場 総務課 TEL   098-968-5111：

検査実施機関でPCR検査を受ける

一度ご自身でお支払いをし、ご自身あての領収書を受け取る

領収書を宜野座村役場 総務課へ提出する
申請に必要なもの

検査実施機関でPCR検査を受ける

一度ご自身でお支払いをし、ご自身あての領収書を受け取る

領収書を宜野座村役場 総務課へ提出する
申請に必要なもの

① 検査を受けた者の名前が入った領収書① 検査を受けた者の名前が入った領収書

お問い合わせ

② 通帳など口座が確認できるもの② 通帳など口座が確認できるもの

～ 補助を受けるまでのながれ ～～ 補助を受けるまでのながれ ～

③ 本人確認ができるもの（ 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証など ）
④ 県外（受験、出張等）へ来訪した場合の証明（航空チケット等）④ 県外（受験、出張等）へ来訪した場合の証明（航空チケット等） ※通常版のみ

書類確認後、本人口座（団体口座もしくは代表者口座）へ書類確認後、本人口座（団体口座もしくは代表者口座）へ
負担額をお振込みします負担額をお振込みします

通常版 特別版

対 

象 

者

補
助
額

対
象
日

令和 3年 5月 1日（土）以降

1人につき

無症状の方、濃厚接触者ではない方、
陰性であることを確認したい方

症状のある方、濃厚接触者の方、
感染の疑いがある方

上限 3,000 円上限 5,000 円

宜野座村では、令和 3年度から実施しているPCR検査費用事業に加え、

通常版 特別版

行政検査、保険診療による、

PCR検査等を受検した宜野座村民

対
象
検
査

・PCR検査 ・PCR検査

年度において 2回

令和 4年 4月 1日（金）以降

受
付
期
間

令和 3年 5月 1日（土）～当面の間 令和 4年 6月 1日（水）～当面の間

・抗原定量検査

特別版を設置し以下の検査等も費用助成対象とします。

上限 3,000 円上限 5,000 円

・抗原定量検査※1 ※2

※1

※2 令和 4年 4月 1日（金）以降


